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会  次  第 

 

１ 宮崎県最低賃金の改正決定に係る意見について 

 

２ 運営小委員会報告 

 

３ 令和４年度地域別最低賃金改正決定の目安について 

 

４ 宮崎県最低賃金専門部会委員の選任について 

 

５ 特定（産業別）最低賃金の改正の必要性の有無の諮問及び検討小委員会の 

設置について 

 

６ 検討小委員会における関係労使の意見聴取について 

 

７ その他 

 



1 

 

１ 宮崎県最低賃金の改正決定に係る意見について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運営小委員会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

３ 令和４年度地域別最低賃金改正決定の目安について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 宮崎県最低賃金専門部会委員の選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

５ 特定（産業別）最低賃金の改正の必要性の有無の諮問及び検討小委員会の 

設置について 

 

 

 

 

 

 

 

６ 検討小委員会における関係労使の意見聴取について  

 

   

 

 

 

 

 

７ その他 



令和４年度 

第２回 

宮崎地方最低賃金審議会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 崎 労 働 局 



  

 

令和４年度第２回 

宮崎地方最低賃金審議会資料目次 
 

１ 宮崎県最低賃金の改正決定に係る関係労使の意見 ······················· 1 

２ 令和４年度宮崎地方最低賃金審議会運営小委員会報告 ··················· 5 

３ 宮崎地方最低賃金審議会宮崎県最低賃金専門部会委員名簿 ··············· 7 

４ 2022年度特定（産業別）最低賃金改正申出 ····························· 9 

５ 令和４年度特定（産業別）最低賃金改正申出に関する要件審査結果 ······ 11 

６ 宮崎地方最低賃金審議会運営計画（案２） ···························· 13 

７ 特定最賃の関係労使の意見聴取について ······························ 17 

宮崎の主要統計資料（前回以降７月 28日までに公表） 

８ 宮崎市の消費者物価指数 令和４年５月（宮崎県統計調査課） ·········· 25 

９ 主要経済指標 令和４年８月（みやぎん経済研究所）調査月報８月号 ···· 27 

10 雇用失業情勢 令和４年６月分（宮崎労働局職業安定課） ·············· 35 

 

11 第２回目安小委員会資料 ············································ 47 

 資料① 令和４年賃金改定状況調査結果 ······························ 49 

資料② 生活保護と最低賃金 ········································ 59 

資料③ 地域別最低賃金額、未満率及び影響率 ························ 63 

資料④ 賃金分布に関する資料 抜粋 ································ 67 

参考資料① 委員からの追加要望資料 ································ 81 

参考資料② 足下の経済状況等に関する補足資料 抜粋 ················ 89 

参考資料③ 主要統計資料（更新部分抜粋） ·························· 95 

12 第３回目安小委員会資料 ··········································· 101  

委員からの追加要望資料 ··········································· 103 

13 第４回目安小委員会資料 ··········································· 109   

参考資料① 足下の経済状況等に関する補足更新資料  ··············· 111 

参考資料② 主要統計資料（更新部分抜粋） ························· 117 

 











令和４年８月２日  

  

 

 

  宮崎地方最低賃金審議会 

  会 長  松岡 優子  殿 
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令和４年度宮崎地方最低賃金審議会 

運 営 小 委 員 会 報 告 

 

 

 当運営小委員会は、令和４年７月７日、令和４年度の最低賃金審議会の運営に

ついて検討した結果、下記のとおり結論を得たので報告する。 

 

記 

 

１ 宮崎県最低賃金の改正については、宮崎県最低賃金専門部会において次によ

り審議することとする。 

 労働経済の情勢等及び最低賃金法の趣旨を勘案して慎重に審議し、中央

最低賃金審議会から目安が提示された後、これを参考として、10月１日発効

を目指すこととするが、審議の都合上これがかなわない場合においても早期

の発効を目指し努力し審議を行う。 

  

２ 産業別最低賃金に係る審議については、次によることとする。 

(1) 改正等の必要性の有無についての検討は、産業別最低賃金審議会検討小

委員会において行うこととする。 

(2) 検討小委員会では関係労使の意見聴取を実施する。  



(3) 改正決定等についての諮問があった場合の当該産業別最低賃金専門部会 

の結審は、年内発効を目指し努力するものとする。 

 

３ 地域別及び産業別最低賃金の金額改正に係る専門部会の審議の運営に当たっ

ては、最低賃金審議会令第６条第５項（以下、「６条５項」という。）の規定

を採用することとし、専門部会における専決をもって本審答申と同一の効力を

有することとする。 

なお、６条５項を採用するに当たっては、次のとおり運用することとする。 

(1)  ６条５項の適用については、専門部会において「全会一致」で決議した

場合に限ることとし、専門部会での結審に当たって、労使いずれかの委員が

「反対」の意思表示、または、本審開催の「申立て」を行った場合について

は、原則として３日以内に本審を開催して審議のうえ、結論を下すものとす

る。 

        (2) 専門部会での結審に当たって専決を行った場合は、他の本審委員あて関係

資料を送付するとともに、次回本審に報告するものとする。 

 

４ 地域別及び産業別最低賃金における審議に際しては、「全会一致」の結審に

至るよう努力するものとする。 

 

５ 審議会（専門部会を含む。）の開催日の設定に当たっては、事務局において

可能な限り早期に日程調整を行うよう努めるとともに、各委員は事務局の行う

日程調整に協力するよう努めるものとする。 

 



区分 氏 名 現 職

松岡
まつおか

　優子
ゆ う こ

弁護士法人　西山松岡法律事務所　弁護士

橋口　剛和
はしぐち　　たけかず

宮崎県社会保険労務士会  顧問

中川
なかがわ

　育江
い く え

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　会長

鎌田　正洋
かまだ　　まさひろ 日本労働組合総連合会宮崎県連合会　副事務局長

河野
か わ の

　洋一
よういち

宮崎県経営者協会　専務理事

甲斐　正文
か い ま さ ふ み

宮崎県商工会議所連合会　専務理事

宮崎地方最低賃金審議会運営小委員会委員名簿

令和4年7月7日（木）

公

益
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労
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者

代

表

委

員

使

用

者

代

表

委

員



morikmu
長方形

morikmu
長方形

morikmu
長方形

morikmu
長方形

morikmu
長方形

morikmu
長方形



労働協
約・労使
協定等

機関決定 合意署名
合計
〔Ｂ〕

人 人 人 人

2,750 1,168 1,168 42.5% 適 金額改正

(174) (88) (88) 900円

人 人 人 人

8,630 337 3,495 3,832 44.4% 適 金額改正

(74) (2) (11) (13) 938円

人 人 人 人

4,250 2,335 2,335 54.9% 適 金額改正

(73) (1) (1) 825円

人 人 人 人

2,520 379 983 1,362 54.0% 適 金額改正

(48) (1) (3) (4) 847円

※　（　）内は事業所数または労組数

宮崎県各種商品小売
業最低賃金

令和4年7月14日
宮崎県小売産業別最賃労組連絡会
代表幹事

宮崎県部分肉・冷凍
肉、肉加工品、処理
牛乳・乳飲料、乳製
品製造業最低賃金

令和4年7月14日

日本食品関連産業労働組合総連合
会
宮崎地区協議会
議長

宮崎県自動車（新
車）小売業最低賃金 令和4年7月14日

自動車総連宮崎地方協議会
販売部門連絡会
議長（委員長）

宮崎県電子部品・デ
バイス・電子回路、
電気機械器具、情報
通信機械器具製造業
最低賃金

令和4年7月14日

全日本電機・電子・情報関連産業
労働組合連合会
宮崎地域懇談会
代表

令和４年度特定（産業別）最低賃金改正申出に関する要件審査結果

令和4年8月2日

名 称 申出年月日 申 出 者
適用

労働者数
〔Ａ〕

合意のあった労働者数

比率 審査結果 申出内容
参考協約額



 

令和４年度 特定（産業別）最低賃金に関する関係労使意見聴取実施要領 

【宮崎県特定最賃の改正決定必要性の有無】7/7本審・運小確認 

 

１ 目的 

特定（産業別）最低賃金の決定等の必要性に係る審議に資するため、特定最低賃金改正

の申出を行った産業の関係労使それぞれの代表者から、その改正決定の必要性の有無に関

する意見を直接聴取する。 

 

２  実施日時 、実施場所 

    日時：令和４年８月17日 １３時３０分～１５時００分 

（第１回本審後の運営小員会で確定）  

場所：宮崎合同庁舎 ２階 共用大会議室 （予定） 

 

３  実施主体 

    宮崎地方最低賃金審議会 産業別最低賃金審議会検討小委員会 

  意見表明者へは、審議会会長名の開催通知を発送する。 

                  

４  推薦手続き 

（１）５月の日程調整時に、関係労使団体あて依頼する。 

（２）別紙１「推薦名簿」は第１回本審までに、関係労使団体から提出する。 

 

５  意見発表・聴取要領 

（１）意見表明者は意見を別紙２「特定最低賃金の改正決定の必要性の有無に関する意見 

書」（任意様式でも可）に記載し、地域別最低賃金答申後速やかに（第１回検討小員会

前日までに）事務局へ提出する。 

なお、やむを得ず当日持参する場合には、１４部を用意すること。 

（２）発表に当たっては、所属組合・企業だけではなく、できるかぎり所属する産業全体の 

意見も説明する。 

（３）意見書には発表の希望の有無を記載する。 

発表順は原則として、日本産業分類番号順とする。 

肉乳 → 電機 → 各種商品 → 新車小売 

（４）発表・聴取時間は１産業２０分とし、内訳は意見発表労使各５分、質疑５分とする。 

   発表を希望しない場合は、提出された意見書を黙読し、質問が出た場合に労使各側が 

回答できる場合は回答する。労働者側発表（質疑）、使用者側発表（質疑） 

    



                                         別 紙 1 

（労働組合推薦用） 

 

令和４年度 宮崎県特定最低賃金改正決定の必要性の有無に関する意見表明者推薦名簿 

 

宮崎地方最低賃金審議会  

氏  名（ふりがな） 
所 在 地（電 話 番 号） 

労働組合 職  名 

1-1部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業  

ふりがな 

 

〒   

 

 

 

 

（電話                ） 

  

2-1 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 

ふりがな 

 

〒    

 

 

 

     

（電話                ） 

  

3-1 各種商品小売業  

ふりがな 

 

〒    

 

 

 

 

（電話                ） 

  

4-1 自動車（新車）小売業 

ふりがな 

 

〒   

 

 

 

 

（電話                ） 

  

（注１）意見書提出・意見発表を希望しない産業は「なし」と記載してください。 

 

（注２）令和４年７月１日（金）12：00までに、宮崎労働局労働基準部賃金室へご提出をお願いいたします。 

FAX（ 0985-38-8830）または 

メール アドレス：chinginshitsu-miyazakikyoku@mhlw.go.jp 

 

mailto:chinginshitsu-miyazakikyoku@mhlw.go.jp


                                         別 紙 1 

（経営者団体推薦用） 

 

令和４年度 宮崎県特定最低賃金改正決定の必要性の有無に関する意見表明者推薦名簿 

 

宮崎地方最低賃金審議会  

氏  名（ふりがな） 
所 在 地（電 話 番 号） 

事業場名（又は所属団体） 職  名 

1-2 部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業  

ふりがな 

 

〒   

 

 

 

 

（電話                ） 

  

2-2 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 

ふりがな 

 

〒    

 

 

 

     

（電話                ） 

  

3-2 各種商品小売業  

ふりがな 

 

〒    

 

 

 

 

（電話                ） 

  

4-2 自動車（新車）小売業 

ふりがな 

 

〒   

 

 

 

 

（電話                ） 

  

（注１）意見書提出・意見発表を希望しない産業は「なし」と記載してください。 

 

（注２）令和４年７月１日（金）12：00までに、宮崎労働局労働基準部賃金室へご提出をお願いいたします。 

FAX（ 0985-38-8830）または 

メール アドレス：chinginshitsu-miyazakikyoku@mhlw.go.jp 

mailto:chinginshitsu-miyazakikyoku@mhlw.go.jp


別紙２ 

宮崎県特定最低賃金の改正決定の必要性の有無に関する意見書  

 
１ 労使の別（該当箇所をチェック） ☐労働者代表意見   ☐使用者代表意見  
 
２ 適用される特定最低賃金（該当箇所をチェック） 

☐ 部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業  

☐ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  

☐ 各種商品小売業  

☐ 自動車（新車）小売業  
 

３ 業種（事業内容）：                    業 
 
４ 特定最低賃金の改正決定の必要性の有無に関する意見  

 
①  改正決定の必要性（該当箇所をチェック） ☐ 有   ☐ 無 

 

②  理由・背景等  

（所属する組合・企業だけではなく、できるかぎり産業全体としての意見を含めること）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記に記載された内容は、最賃審議会資料としての「公開原則」が適用されますので、ご留意ください。  

  



別紙２ 

【以下の記載分は、個人情報保護の観点から公開原則の対象外となります。任意にてご記入ください】 

労働者代表 

所 

属 

組 

合 

名 称 

 

概   

 

 

 

要 

加盟組合数  

（産別連合体の場合） 
 

主な業種 

（企業別組合の場合） 
 

所在地 

〒    －     

所属労働者数  

電話番号     －    － 

参考事項 
意見発表の希望 

有  ・  無 
職 名  

 

 

使用者代表 

所 

属 

企 

業 

名 称 

 

概    

 

 

 

要  

労働者数   

所在地 

〒    －     

業  種  

電話番号     －    － 

職 名  参考事項 
意見発表の希望 

有  ・  無 

  

（注１）意見書を提出されない方への確認は、宮崎労働局賃金室（℡0985-38-8836）から

ご連絡いたします。 

（注２）令和４年度県最賃答申後速やかに、第１回検討小委員会前日までに、宮崎労働局

賃金室までご提出をお願いいたします。 

FAX（0985-38-8830）または 

メール アドレス：chinginshitsu-miyazakikyoku@mhlw.go.jp 

（注３）やむを得ず、事前に提出ができない場合は、１４部持参してください。 

 

mailto:chinginshitsu-miyazakikyoku@mhlw.go.jp

